
≪担当≫

男女参画・市民協働推進課

（４月から担当が「市民自治推進課」に変わります。）

※「協働パイロット事業の概要」は裏面にあります。

協働パイロット事業とは、市民活動団体と市で役割を分担し、社会的課題

に取り組む協働を進めるための試行的な事業のことです。

新しいアイディアによる事業や、これからの協働事業のモデルとなる

ような事業の応募を期待しています！

テ ー マ：「課題テーマ」（各課等から提案された協働アイディア）

「自由テーマ」分野を問わず、社会的課題の解決のための事業

採用事業数、１事業あたり事業額（委託金額）

：100 万円の予算の範囲内で、採用件数、金額の上限なし

事 業 期 間：平成 2７年６月～平成 2８年３月

応 募 資 格：ＮＰＯ法人・ボランティア団体等

募 集 期 間：３月２３日(月)～４月２７日(月)

審査・選定：書類審査と面接

お試しで取り組める

協働事業です！

審査会でプレゼンを

行います！

手続き、企画書作り

についてはお気軽に

ご相談を！

募集説明会

協働パイロット事業に興味を持った

方は、ぜびご参加ください！

これまでの成功事例も紹介します。

≪申込不要。当日会場まで。≫

４月 1４日（火）１９:００～

番 町 市 民 活 動 センター

４月 1６日（木）１９:００～

清 水 市 民 活 動 センター



平成 2７年度 協働パイロット事業の概要

１ 目的 市民活動団体と市の協働を進めるために、その試行的な事業として協働パイロッ

ト事業を募集します。

２ 事業実施期間 平成 2７年６月～平成 2８年 3 月末（募集期間：３月２３日～４月２７日）

※平成 2８年 3 月末までに報告書を提出していただきます。

３ 募集内容 (1)採用事業数：100 万円の予算の範囲内（採択件数に限りはありません。）

(2)１事業当たり事業額（委託金額）：100 万円の予算の範囲内

(3)テーマ：「課題テーマ」（各課等から提案された協働アイディア：別紙参照）

「自由テーマ」分野を問わず、社会的課題の解決のための事業

４ 応募資格 静岡市内に事務所のある団体で特定非営利活動法人及び市民活動を行ってい

る非営利の団体。法人格の有無は問わないが、10 名以上で構成し、団体規約等

を備え、事業や経理を適正に行うことができる等の条件を満たす団体とする。

５ 評価の視点
事業の目的や内容が広く市民に理解されると認められる企画提案であって、次のよ

うな視点により高い評価を受けた企画提案を行った団体を選定するものとする。

① 市民ニーズや社会的課題の解決に資する事業

② 協働にふさわしい事業

③ 先駆性、創造性が認められる事業

④ 実行性が認められる事業

⑤ 予算の見積りが適正な事業

⑥ 本格実施への発展性が見込める事業

６ 審査方法 書類審査及び面接審査

※静岡市協働パイロット事業審査委員会委員が審査します。

審査会（プレゼンテーション）は、５月 2９日（金）に実施予定です。

７ 提案方法 応募書類（企画提案申込書等）があります。応募書類の作成は、「協働パイロッ

ト事業募集要項」をご確認のうえ、ご記入ください。

８ 申込・問合せ 男女参画・市民協働推進課

【４月から担当が、市民自治推進課に変わります。】

〒420-8602 静岡市葵区追手町 5-1 静岡市役所１５階

TEL：054-221-1372  

今度から、事業効果が高いと認められた事業については、次年度も継続して

実施できる可能性があります。（受託者、事業所管課、市民自治推進課との協議により決定。）

※協働パイロット事業における事業実施期間は、最長２年間です。


